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連結売上高推移
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＜立場＞労働者と企業に対して中立的な
立場を守りながら、

＜目的＞労働者が健康かつ幸福に生活で
きるように、また企業活動が効率的にか
つ円滑に進むように、

＜行為＞健康という側面から個人及び企
業にアドバイス・指導・勧告すること。

産業保健の理念と使命
（産業保健の視点）
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１．環境

２．安全、労働衛生

１)安全確保を最優先とし、無事故・無災害を目指す。
２)適正な職場環境の形成の促進及び社員の自主的な健康確保
の支援をはかる。

３)化学物質の取扱いに関する安全を確保し、社員はもとより、
工事及び物流関係者、顧客等関係する人々の健康障害の防
止をはかる。

３．品質

４．自主管理の推進

関係法令や規制を遵守することはもとより、レスポンシブル・
ケアの精神に則り自主管理による環境、安全、労働衛生及
び品質の継続的改善に努める。

三井化学グループの環境、安全、労働衛生
及び品質に関する基本方針（最上位方針）
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労働衛生規則（社則）（労働衛生管理の原則）

第２条 当社は、「社員の健康は、会社の健康に直結する」を
基本理念として、職業性疾病を予防し、適正な職場環境
の形成を促進するとともに、社員の自主的な健康の確保
を支援する。

第５条

健康管理室長は、産業医がこれにあたり次の職務を行う。

（１）健康管理室長は、工場長（本社においては労制部長）の
指揮下で労働衛生管理の推進を図る。

（２）産業医は、会社に対し労働衛生に関する必要な勧告を行
うことができる。

（３）健康管理室長の具体的な職務内容については別に定め
る。

労働衛生：健康管理・作業管理・作業環境管理・労働衛生教育



11

ＣＳＲと健康管理＜三井化学グループ行動指針＞

私たち、三井化学グループの役員、社員一人ひとりは、ステークホ
ルダーへの貢献を通じて社会と企業の持続的発展を実現するため、
次のとおり行動します。

１、私たちは「誠実に行動」します。＜誠実な行動＞

法令・ルールの遵守、正直、差別禁止、公正・公平・透明性

２、私たちは「人と社会を大切に」します。＜人と社会を大切に＞

安全第一、地球環境への貢献、お客様の満足、地域への貢献、

健康増進、多様性の尊重

（健康増進）

健康増進と活気のある職場づくりを心がけます。

３、私たちは「夢のあるものづくり」を目指します。＜夢のある物づくり＞

チャレンジ精神、創造性、三現主義、自己研鑽、技術伝承、

チームワーク
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レスポンシブルケア（ＲＣ）管理体制

社 長

経営会議

レスポンシ
ブルケア
委員会

リスク管理
（コンプラ
イアンス）
委員会

社会貢献
委員会

ＲＣ担当役員
リスク管理
担当役員

社会貢献
担当役員

各ライン
組織

CSR委員会
委員長：社長

環境 ・安全・衛生・品質管理中計

環境・安全・衛生・品質管理年間計画

実績の定期的な評価（経営会議）

環境・安全・衛生・品質管理監査

経 営 者 レ ビ ュ ー

環境・安全・衛生及び品質に関する基本方針

ＲＣ管理システム

副委員長：労働衛生担当役員

委員：関係役員・工場長・企業
Ｇ企画管理部長・研究開
発企画管理部長



３－１健康診断と事後措置
１．健康診断（一般・特殊）
・診察は産業医、問診は事業所保健師等
・生活状況、作業状況、病歴・検査歴、自覚症状
・結果通知は事業所の産業医・保健師が作成
・受診率は９９．５％

２．事後措置
・リーフレット（情報提供）：１００－７０％
・再検査（教育的な意味を含めて）：５－８％
・精密検査・受診勧奨：３－５％
（紹介状、受診状況の確認）
・保健指導：１０－１５％
健康診断後、個人別に面接指導を行う。（保健婦・産業医・栄養士）

・健康づくり活動への誘導
・就業制限（作業上の配慮）

事後措置実行
状況の把握



３－２．健康づくり活動
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＜方策の立案バランス＞

イ
ベ
ン
ト
型

プ
ロ
グ
ラ
ム
型

自主参加型

必須型

楽しさ
遊び・経験

意識の高い集団
ニーズの発掘

講演会
研修

リスク集団
管理者向け教育



（１）ふれあいｳｫｰｷﾝｸﾞ
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自主参加型でイベント・プログラム中間型の企画です。

教室型の企画は、参加者が少ないため、

昼休みの「ヘルシー弁当付きストレッチコース」と

有酸素運動を中心とした勤務後の「フィットネスコース」を
企画しました。

（２）シェイプアップ教室

 

コース名 

肩こりすっきりストレッチ 

疲れ目すっきり解消教室 

リラクゼーション（自律訓練法）教室

疲れ目すっきり解消教室 

骨盤矯正教室 

肩こりすっきりストレッチ 

 

コース名 

ナチュラルヨガ 

アロマストレッチ 

マットコア（ピラティス） 

ボディシェイプ 

ナチュラルヨガ 

アロマストレッチ 

マットコア（ピラティス） 

ファイトアタック 

健康太極拳 
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必須・プログラム（長期）型の企画です。下記の１２項目
（必須）の教育（20－30分／教育）を５年間で実施すること
を職場の義務として、講師は健康管理室が担当します。
年間１００回以上の職場教育の講師を、産業医・保健師・
栄養士・心理専門家（社外講師）が担当します。

（３）職場労働衛生教育

必須 
教育 

救急蘇生法（講義・実技）、救急処置、腰痛予防、ＶＤＴ作業、 
有害物質作業について、健康診断結果の効果的な活用 
メンタルヘルスⅠ（ストレス解消法） 
メンタルヘルスⅡ（ストレスコーピングとストレスマネージメント） 
生活習慣病予防は何故必要か？、 生活習慣病予防（食事編） 
生活習慣病予防（運動編）、体重のコントロール 

選択 
教育 

お酒との上手なつきあい方、人間ドック～がんに対抗するために～ 
禁煙、心疾患・脳血管疾患について 

 



（４）職場教育（食事の強調月間）
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自主参加（職場参加）・プログラム（中期）型の企画です。
自主的に個人の総合的な健康目標を設定してもらい、そ
れを毎日の実施目標に展開し、週に何回以上でクリアー
として、６－８週間続けます。全てクリアーできると簡単な
プレゼントがもらえる企画です。クリアーしたかどうかの承
認は、職場の第三者が行います。

現在、外部リソースを活用し、健康診断データに基づくリ
スクアセスメントと健康年齢を組み合わせ個人健康度を
評価し、自分自身で目標を選択し、実施状況を保健師が
フォローする仕組みをインターネット上で実施しようと企画
しています。

（５）ロングプログラム



ロ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム

 

ロングプログラム 魚釣りで健康づくり！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運動目標 

 

 

 

チャレンジ期間：2000年 1/17～3/10 

所属  氏名  

スタート

まだまだ始まった

ばかりだよ。 

ゴール 
好きな魚を１匹選

んで、線で結んでく

ださい。 
２匹以上釣ると無

効です。 

別紙１
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プログラムの流れ

インターネットで
生活習慣問診をします。

インターネットに接続。プログラムはナビット君のナビゲーションに沿って進んでいきます。

初回時はまず生活習慣を振り返って健康度評価からスタート。結果に基づいて生活習慣改善
の取組項目を決めます。あとは6ヶ月間、相談したり情報交換しあったり、記録しながら実
践！サポート体制は万全。安心して取組んでください。

健康年齢や健康順位を判定。
健康リスクから見た改善テー
マもアドバイス

予め用意された選択肢の中か
らチャレンジ項目を決めます

実行宣言書を作成します
日記帳に実行記録や検査記録
を入力。携帯からも入力可

達成目標をクリア
してご褒美をゲット

＜ヘルスアップNavi；セコム＞
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社員食堂・構内配
送弁当のﾍﾙｼｰ化
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３－３メンタルヘルス増進の目的と対策３－３メンタルヘルス増進の目的と対策

目 的目 的

予 防予 防

早期発見
初期対応

早期発見
初期対応

適切な治療
への誘導

適切な治療
への誘導

復職とフォロ
－アップ

復職とフォロ
－アップ

対 策対 策

上司によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと業務管理上司によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと業務管理

復職プログラムと職場での受け入れ
健康管理室･上司によるフォローアップ

復職プログラムと職場での受け入れ
健康管理室･上司によるフォローアップ

健康管理室による早期対応・カウンセリング健康管理室による早期対応・カウンセリング

社外医療機関・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ機関との連携社外医療機関・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ機関との連携

上司・同僚による健康管理室への誘導上司・同僚による健康管理室への誘導

職場のｽﾄ
ﾚｽ度評価
と個人組
織への
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

個人のストレス対処法個人のストレス対処法

・階層別教育：新入社員教育（1時間）、班長層ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ教育（2時間）
新任管理社員研修（4－8時間）、ライン管理者研修（毎年2ー3時間）

・カウンセリング体制：各事業所に心理相談員/産業ｶｳﾝｾﾗｰを持つ保健師を配置し、必要
に応じ本社の上級ｶｳﾝｾﾗｰが対応、産業ｶｳﾝｾﾗｰとの契約（事業所内でｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）
・WEBを活用したメンタルヘルスE-ラーニングシステムの展開を開始（04年度より）
・ｽﾄﾚｽ度調査からのﾊｲﾘｽｸ群への面接(03年より)、職場でのｽﾄﾚｽ低減計画展開(05より)
・入社後２年目までの社員全員に対して、産業医又はｶｳﾝｾﾗｰの面接実施、

・階層別教育：新入社員教育（1時間）、班長層ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ教育（2時間）
新任管理社員研修（4－8時間）、ライン管理者研修（毎年2ー3時間）

・カウンセリング体制：各事業所に心理相談員/産業ｶｳﾝｾﾗｰを持つ保健師を配置し、必要
に応じ本社の上級ｶｳﾝｾﾗｰが対応、産業ｶｳﾝｾﾗｰとの契約（事業所内でｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）
・WEBを活用したメンタルヘルスE-ラーニングシステムの展開を開始（04年度より）
・ｽﾄﾚｽ度調査からのﾊｲﾘｽｸ群への面接(03年より)、職場でのｽﾄﾚｽ低減計画展開(05より)
・入社後２年目までの社員全員に対して、産業医又はｶｳﾝｾﾗｰの面接実施、

階層別教育、一般社員向け教育・PR
WEBを利用したE-ラーニング
階層別教育、一般社員向け教育・PR
WEBを利用したE-ラーニング

教
育
内
容

職場内ｺ
ﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ向上
の計画
的展開

健
康
診
断

健
康
情
報
取
扱
い
細
則



27

職業性ｽﾄﾚｽ簡易調査（厚労省版）の活用

【目的】

１、一定の基準に従って、職場のｽﾄﾚｽを評
価し、三井化学内での相対評価と職場のト
レンドを明確にする。

２、職場ｽﾄﾚｽに関する経営層・職場管理者
の意識向上

３、職場のストレス軽減につなげる

４、自覚症状のﾊｲﾘｽｸを拾い上げる
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職場ストレス度調査

データ分析検討

職場へのフィードバック

個人別
結果

職場での
取り組み

健康管理室

施策の立案

その後のフォロー

職場コミュニケーション
の向上について

ハイリスク群への面接とカウ
ンセリングへの誘導
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◇問診項目
メンタルへルス系の自覚症状を訴える社員は、産業医が別
途面接する。

ストレスに関する健康管理室への相談希望も聴取。

健康診断問診から

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38 39

40 41 42

43 44 45

頭痛

視力低下感

不安感 不眠

めまい・立ちくらみ 眼の疲れ

胸痛・胸部圧迫感

腹痛（常時・時々・食後・空腹時）

眼の痛み 飛蚊症

耳なり 咳が多い

聴力低下感

たんが多い

動悸 息切れ

脈の乱れ 背部痛

痔出血

頻尿

吐き気 胸やけ

腹部膨満感 食欲不振

胃もたれ

便秘

けいれん 持続的な微熱

下痢 血便

排尿時痛 残尿感

むくみ のどが渇く

足の指の関節痛

体重減少

憂うつ感

乳房のしこり その他（                   ）

疲れやすい 倦怠感

持続的な寝汗

その他（                        ）

手足のしびれ 手の指の関節痛
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時間外
平均
月80H
以上

時間外
月100H
以上

勤務実績
月255H以上

一般
社員

管理
社員

上
司
と
の
対
話

産業医面接（残業健診）

希望者

※健診対象

長時間勤務者
のうち産業医が
必要と認めた者
連絡書にて健診
対象者通知

面接等の実施基準

47時間以
上3ヶ月

80時間以
上２ヶ月
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② 上司による長時間労働者との対話

管理者（上司）は部下の長時間労働の実態を
常に把握する責務がある

Ｆａｃｅ to Faceのコミュニケーション（対話）

業務の状況（業務報告ではない）、負担感、体調、
将来への不安など、普段改めて話していないこと

対象：全社員（ライン管理者を含む）
（一般社員）単月１００Ｈ以上の時間外労働
（管理社員）月２５５Ｈ以上の勤務実績

過重労働対策（上司と部下の対話）
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傷病による不就業・復職に関わる手順について

就業規則でリハビリ出勤制度
を明確化
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３－５総合健診

総合健診（定期健康診断＋特定健診＋癌検診）実施

１、目的

（１）癌検診

癌検診は、健康保険組合の人間ドック補助制度により
行なっていたが、被保険者の受診率は、約２０％程度で
低迷しており、一方で癌による休業が増加傾向にある。

また、健保財政は、特定健診・特定保健指導当の負担
増等により、厳しい状況が続いている。

癌検診受診率を向上させ、一定年齢以上の社員が無
料で癌検診を受診できるように、定期健康診断に合わ
せて癌検診を実施することにより、コストを抑制し受診率
の向上と効率的な健診を供給する。
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３－５、総合健診

総合健診（定期健康診断＋特定健診＋癌検診）実施

１、目的

（２）特定健診・保健指導

メタボリックシンドロームの抑制を目的とする特定健診・
保健指導（４０歳以上対象）の実施が、２００８年度より健
康保険組合の義務となる。労働安全衛生法により定期
健康診断にも特定健診に関する項目が追加された。

そこで、三井化学社員の特定健診・保健指導を三井化
学が一括して実施する。

健康に関する全ての施策を一元的に企画・管理・
実施することが最も効率的であり、対象者にとって
も利便性が高く、理解しやすい。
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３－５特定健診・保健指導の産業保健現場
における優先順位

（１）リスクの重要性から見た、

産業保健現場における課題の優先順位

①有害業務による健康障害の防止

②メンタルヘルス対策

②過重労働対策

②母性保護等

⑤生活習慣病対策
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３－５特定健診・保健指導の産業保健現場
における優先順位

産業保健現場における保健指導が優先され、

さらに生活習慣病対策では、

受診勧奨・精密検査、通院の継続、通院していてもコン
トロール不良状態の改善等が保健指導の対象として優
先される必要がある（安全配慮義務と個人の健康管理）。

優先順位としては、その後に、特定保健指導がくる。

さらに、特定保健指導対象者でも、その中でさらに優
先順位を考える必要があり、具体的に積極的に特定保
健指導行う対象者の選定に当たっては、保健指導を実
施する戦略として、企業（健保）独自で年齢要素・リスク
基準見直しが必要と考える。
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４、効果があるのか？
2健康管理統計の推移

2

4

6

8

10

12

14

'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ

肥満

γ-GPT

血圧糖尿

（％） 生活習慣病リスク（有所見率男性）

◆ 血圧・糖尿が悪化
◆ コレステロール・γGPTは横ばい
◆ 肥満が改善傾向

（年度）

◆ メンタル不調の疾病休業日数は再度増加傾向

◆ 循環器疾患は横ばい

◆ 癌は増加したまま減少せず

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000

'01 '02 '03 '04 `05 '06 '07 '08

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ 癌 循環器 消化器 その他

0.36

0.83

‘08

0.32

0.80

‘07

0.24

0.58

‘01

0.32

0.72

‘05

0.300.370.310.31ﾒﾝﾀﾙ不全休業強度率

0.720.750.650.66疾病休業強度率

‘06‘04‘03‘02病気欠勤・特別休暇

全社疾病休業日数（病気欠勤のみ）

推計
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産業保健における直接的ステークスホルダー

社員・被保険者
ﾍﾙｽｻﾎﾟｰﾄを受ける側

健康保険組合 経営層

公共財

産業保健の供給者

市場経済

価値財
法律で規定された公共財 企業の自主性による公共財



41（完）

ご清聴ありがとうございました。

ヘルスサポートをハイリスク・アプローチとポピュレー
ション・アプローチから、課題の優先順位と投入資源を
考慮し、PDCAを回して、一元的に供給する。


